
                    平成１５年１２月２５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

殺菌用オゾン発生装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 食用茸栽培者が農薬の代わりに接種室の浮遊菌を殺菌するために使用する装

置である。 

 

○ 構造、仕様、意匠 

  送風ファン、オゾン発生装置及びオゾン発生電極部を乾燥するためのウォーム

アップヒーター（６００Ｗ）等により構成されている。 

 オゾン用高圧電源：７ｋＶ（Ｐ－Ｐ）、２０ｋＨｚ 

  外観寸法：高さ３９０㎜×幅２００㎜×奥行き４６０㎜ 

定格：１００Ｖ、５０/６０Ｈｚ、６７０Ｗ（うちヒーター分６００Ｗ） 

 

○主な使用者、販売先 

食用茸栽培事業者 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「医療用物質生成器」

として取り扱う。 

 

（理由） 

高電圧によるオゾン発生装置であることから、「医療用物質生成器」として取

り扱うのが妥当と判断する。 

 なお、室内の殺菌を行うことから「空気清浄機」とも考えられるが、粒子及びダ

スト等を除去するフィルター機構による集じん機能を有していないものは「空気

清浄機」としては取り扱っていない。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


